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非婚ひとり親家庭に寡婦（夫）控除の適用を求める意見書

日本の子どもの貧困率は１５．７％（２０１３年度）と６人に１人が平均的な所得

の半分以下の世帯でくらしている。前年度１６．３％に続きＯＥＣＤ諸国の平均を上

回り、依然として深刻である。

全道で就学援助を受給する児童生徒も、９０，８８１人（２０１３年度）と援助率

は１５年前の約２倍の２３．０６％にのぼっている。教育的な配慮を必要とする子ど

ももまた高水準となっている。

生まれ育った環境で将来が左右されてはならない。こうした理念の下に「子どもの

貧困対策法」が制定された。

ひとり親家庭の子どもの総数は１５年前の２０００年と比較して約１４％増の８７，

５３３人（２０１０年国政調査）となっている。増加するひとり親家庭の支援は、子

どもの貧困を解決するために重要である。

先般、国においては、非婚で子育てをするひとり親家庭に対し、死別や離別のひと

り親家庭と同様に公営住宅の入居や家賃で「寡婦（夫）控除」の適用を受けられるよ

うにする「公営住宅法施行令改正」が行われた。

しかし、保育料、幼稚園授業料、学童クラブ育成料などの算定については、依然と

して、非婚ひとり親家庭に対する寡婦（夫）控除のみなし適用は、自治体の判断にま

かされ、道内でも２８自治体にとどまっている。

よって、国においては、今般の公営住宅法施行令改正にならい、保育料、幼稚園授

業料、学童クラブ育成料など所得基準のある給付やサービス全体について、寡婦

（夫）控除が適用されるように所得税法を改正するように要望するものである。

以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。
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